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原
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通
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純
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。
又
、
政
府
資
金
撒
布
額
中
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
食
糧
買
入
代
金
前
渡
金
は
必
ず
し

も
月
中
に
於
け
る
食
糧
買
入
支
払
金
と
一
致
せ
ず
、
余
裕
あ
る
場
合
は
民
間
資
金
と
し
て
使

用
せ
ら
れ
、
不
足
せ
る
時
は

一
時
同
金
庫
が
立
替
え
る
こ
と
L
な
っ
て
い
る
が
、
今
月
中
に

於
て
は
同
金
庫
前
披
金
勘
定
は
四
億

一
千
三
百
万
円
の
減
少
を
見
て
い
る
か
ら
、
之
は
政
府

資
金
の
立
替
払
と
見
て
民
間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に
移
す
。
か
ぐ
て
対
政
府
関
係
に
基
ぐ
日

本
銀
行
券
流
出
摘
は
七
十

一
億
一
千
一
百
万
円
(
丸
五
・
七
%
)
対
民
間
関
係
に
基
〈
そ
れ
は

三
億
一
千
四
百
万
円
(
四

・
三
銘
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と
な
る
。
か
く
の
如
〈
政
府
関
係
に
基
く
流
出
額
が
圧
倒

的
に
多
い
の
は
終
戦
処
理
費
、
食
糧
管
理
、
貿
易
資
金
等
の
支
払
が
激
増
し
た
為
め
、
租

税
、
鉄
道
収
入
の
増
加
に
も
拘
ら
ず
政
府
資
金
支
払
超
過
額
が
七
十
億
円
に

上
っ
た
こ

と
ヘ
民
間
関
係
に
於
て
は
復
興
金
融
金
庫
の
炭
砿
、
公
回
等
に
対
す
る
大
口
貸
出
資
金
並

に
政
府
資
金
が
市
中
金
融
機
関
に
還
流
し
、
市
中
金
融
機
関
の
手
許
が
大
い
に
緩
和
し
た
為

め
木
行
貸
出
が
月
中
二
十
九
億
円
の
減
少
を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

尚
政
府
関
係
中
政
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府
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上
金
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激
増
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国
債
其
他
証
券
が
減
少
を
見
て
い
る
が
、
之
は
附

和
二
十
一
年
度
に
於
け
る
大
路
省
証
券
残
高
百
八
十
二
億
円
を
全
楠
償
還
す
る
為
め
、
臨
時

軍
事
資
分
七
十
億
円
、
財
産
税
等
収
入
金
特
別
会
計
百
三
十
五
億
円
そ
の
他
を
本
行
よ
り
借

入
れ
た
こ
と
に
基
い
て
い
る
。
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二
、
八
月
中
の
日
本
銀
行
券
膨
張
原
因
分
析

ω
八
月
中
に
於
け
る
日
本
銀
行
勘
定
の
増
減
を
見
る
に
次
の
通
り
で
あ
る
。
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間
然
し
右
の
対
政
府
関
係
に
含
ま
れ
て
い
る
預
金
部
の
収
支
中
、
郵
便
貯
金
等
純
民
間
関
係

と
見
倣
さ
れ
る
も
の
L

受
入
超
過
は
四
億
三
千
六
百
万
円
に
上
っ
て
い
る
か
ら
、
之
を
政
府

関
係
に
加
え
民
間
関
係
よ
り
控
除
す
る
と
共
に
、
政
府
資
金
撒
布
街
中
農
林
中
央
金
庫
に
対

す
る
食
糧
賀
入
代
金
前
渡
合
一
は
月
中
全
額
が
食
縄
民
入
に
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
な
〈
、

一
部

は
民
間
資
金
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
米
使
用
額
た
る
農
林
中
央
金
庫
の
前
渡
金

勘
定
の
月
中
増
加
額
五
億
九
千
一
百
万
円
を
政
府
関
係
よ
り
民
間
関
係
に
移
せ
ば
、
対
政
府

関
係
に
基
〈
臼
木
銀
行
券
流
出
額
は
八
十
四
億
五
千
三
百
万
円
と
な
り
、
対
民
間
関
係
に
娘
一

〈
収
縮
額
は
十
五
億

一
千
五
百
万
円
と
な
る
。
か
〈
の
如
ぐ
政
府
関
係
に
基
一ぐ
流
出
額
が
月

中
日
本
銀
行
券
膨
張
制
官
温
か
に
上
廻
っ
て
い
る
の
は
終
戦
処
理
費
、
食
糧
管
理
、
貿
易
資

金
等
支
出
が
前
月
に
引
統
身
、
多
一
徹
に
上
っ
た
為
め
、
政
府
資
金
撒
布
超
過
額
が
九
十
三
億
円

に
達
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
他
方
民
間
関
係
に
於
て
却
て
収
縮
官
示
し
て
い
る
の
は
巨

額
の
政
府
資
金
撒
布
と
復
興
金
融
金
庫
貸
出
に
潤
っ
た
市
中
金
融
機
関
が
前
月
問
機
本
行
よ

り
の
借
入
金
の
返
済
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
最
近
の
銀
行
券
膨
張
は
政
府

資
金
支
払
超
過
と
復
興
金
融
債
券
の
木
行
引
受
に
よ
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
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他

川

円

八

五

九

回
然
し
乍
ら
右
の
対
政
府
関
係
に
含
ま
れ
て
い
る
預
金
部
収
支
中
、
郵
便
貯
金
等
純
民
間
関

係
資
金
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
L
収
入
超
過

一
億
七
千
八
百
万
円
を
民
間
関
係
よ
り
差
引
書
政

府
関
係
に
加
え
る
と
共
に
、
対
民
間
関
係
に
含
ま
れ
て
い
る
貸
出
金
中
、
新
規
発
行
国
債
引

受
資
金
と
し
て
証
券
業
者
に
対
し
貸
出
せ
る
金
額
一
千
八
百
万
円
は
政
府
に
対
す
る
信
用
制

造
に
外
な
ら
な
い
故
、
之
を
民
間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

更
に
政
府
資
金
撒
布
額
中
、
農
林
中
央
金
庫
に
対
す
る
食
糧
買
入
代
金
前
渡
金
は
月
中
全

額
が
食
糧
買
入
に
使
用
せ
ら
れ
ず
一
部
は
民
間
資
金
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
未

使
用
高
た
る
農
林
中
央
金
庫
の
前
渡
金
勘
定
の
月
中
増
加
額
二
十
九
億
三
千
九
百
万
円
を
政

府
関
係
よ
り
控
除
し
民
間
関
係
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
対
政
府
関
係
に
基
〈
流
出
額
は
四
十
九
億
円
(
八
六
%
)
、
対
民
間
関
係
に
基
〈
流

山
川
額
は
八
億
円
(
一
四
銘
)
と
な
る
が
、
政
府
関
係
に
基
ぐ
流
出
額
が
前
月
に
引
続
き
圧
倒
的

に
多
い
の
は
政
府
資
金
撒
布
額
が
五
十
九
億
円
に
上
り
、
他
方
本
行
貸
出
が
三
十
億
円
減
少

し
た
と
と
に
困
る
。
(
黒
崎
)
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昭
和
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十
二
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十
月
|
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二
月

白
木
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行
勘
定
に
依
る
日
本
銀
行
券
膨
脹
原
因
分
析

一
、
十
月
中
の
日
本
銀
行
券
膨
脹
原
因
分
析

(1) 

十
月
中
に
於
け
る
日
本
銀
行
勘
定
の
増
減
を
見
る
に
次
の
通
り
で
あ
る
。
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間
右
に
よ
れ
ば
政
府
と
の
取
引
に
因
っ
て
流
出
し
た
日
本
銀
行
券
は
八
十
入
億
=
一
千
二
百
万

円
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七
八

・
五
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民
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